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選考に要する費用、日本語教育等の事前研修に要する費用、研修生・実

習生に対する相談・支援に要する費用等が挙げられるが、具体的な金額

は送出し機関と受入れ機関の契約により決定されている。（平成 17 年経

済産業省委託調査よると、１人当たり月平均 3．3万円、受入れ団体と受

入れ企業で分担） 

   送出し機関によっては、必要以上に高額な送出し管理費を徴収する  

例があるとされる。 

  

【送出し機関の実態】
ＪＩＴＣＯと送出し国政府窓口との間において協

力体制に関する文書（Ｒ／Ｄ）を締結しており、各国
政府窓口は適切と認められる送出し機関を認定し
ている。

（中国の例）
中国の認定送出し機関は、①商務部管轄の中

日研修生協力機構に加盟するもの（１８２機関）と、
② 国家外国専家局が認定するもの（８団体）の２

種類がある。
また、研修生・実習生に対するケア、送出し管

理費の徴収や新規受入れ団体・企業の開拓等を
目的と して、日本国内に駐日事務所を設置してい

る送出し機関も多い。（①４４機関、②６機関）
この他、認定送出し機関が関与せず、地方自治

体等の地方組織が直接研修生を送り出すケース
がある。

送り出し側の問題：保証金等の事例
JITCOフォローアップ調査結果（中国：対象63人）

保証金納入状況（対象63人）

納入者のうち保証金の返還状況（対象49人）

03（6.2%）0（0％）46（93.8％）（人）

無回答返還されなかった一部返還された全額返還された

27人（42.9%）22人（34.9%）

送出し機関送出し企業
０14人

（22.2％）

49人（77.8%）

無回答不納納入あり

 

    また、送出し機関の多くが、失踪防止等を目的として、本人から保証

金（１５万円～３０万円と言われる）や違約金を徴収したり、身元保証

人を求めたりしている。ＪＩＴＣＯのフォローアップ調査事例によれ

ば、保証金はほとんど（９４％）が返還されているが、中には、契約ど

おり研修・技能実習を終えて帰国したにもかかわらず、返還されないケ

ースもある。 

   本人からの保証金等の徴収は、失踪防止の観点からは、一定の効果が  

認められるものの、一方で、高額な保証金を払うために借金をしている  

ケースもあり、本人が「できるだけ多く稼ぐ」ことを優先させ、研修中  

の残業（研修時間外の活動）や不法就労を助長している面がある。 

   したがって、送出し機関による不当に高額な保証金や違約金について  

は、送出し国政府に対し、その適正化を強く要請することが必要である。 

 

６．チェック体制等の再構築 

  現行制度において、Ⅱで述べたように、ＪＩＴＣＯにおいては、①受入

れ団体・受入れ企業に対する調査、巡回指導、②研修成果、技能実習計画

の評価、③研修生・実習生向けの相談・援助等を実施しており、問題事案

の多発を受けて、全受入れ企業に対する自主点検の実施、巡回指導の強化

等適正化に向けた取組を強化している。 
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また、労働基準監督機関及び出入国管理機関においても、ＪＩＴＣＯか

ら提供された情報も踏まえ、実習生受入れ事業場に対する監督指導、実態

調査を実施するとともに、相互の連携を図っている。 

  
これまで述べてきた技能実習制度の問題点を踏まえ、その適正な運営を

確保するためには、上記のような巡回指導や相互の連携の強化に加え、出

入国管理機関における実態調査等の強化を図るとともに、次のような方向

で、チェック体制の再構築を図っていくことが必要である。 
 
  第一に、ＪＩＴＣＯによる技能実習の適正化対策については、今後とも、

受入れ団体・企業に対する自主点検・巡回指導を抜本的に強化するととも

に、業務の見直しを行い、管理・指導業務への集中化を図ることが必要で

ある。具体的には、実習の実施状況の点検・改善指導や評価、労働基準監

督機関、出入国管理機関等に対する情報提供・連携の強化をさらに進める

必要がある。 

  また、研修生・実習生は受入れ企業等から不当な扱いを受けても、帰国

させられることを恐れて泣き寝入りするケースが多いとの指摘もある。こ

のため、研修生・実習生の様々な問題について、率直に相談でき、かつ、

必要な支援が受けられるよう、相談・援助体制を強化する必要がある。例

えば、技能の修得状況を研修生・実習生本人に対して確認する機会を設け、

併せて相談会も実施する等、直接研修生・実習生を支援する仕組みなどを

検討することが必要である。 

  さらに、受入れ企業・受入れ団体が倒産したり、不正行為認定を受けた

場合について、他の受入れ企業・受入れ団体へのあっせん等ＪＩＴＣＯが

積極的に関与することによって、研修生・実習生が帰国することなく研修・

実習を継続できるシステム作りを検討することが求められる。 

 
第二に、労働基準監督機関においては、引き続き、実習生の労働条件の

履行・確保上、問題がある実習生受入れ事業場に対する監督指導を実施す

るとともに、出入国管理機関との相互通報制度を適切に運用することが求

められる。 
 

第三に、上記Ⅳの１のように最初から雇用関係の下での実習とすれば、

研修生・実習生のあっせん行為について職業紹介事業の許可又は届出が必

須の条件となり、受入れ団体の実施する実習生あっせん行為について、職

業安定法令のルールが適用されることとなる。 
〔参考〕 
・ 今国会に外国人雇用状況報告の義務化（報告漏れや虚偽報告には罰則）等を内容  
とする雇用対策法改正案が提出されており、その報告対象には技能実習生も含まれ 
る。 


